
令和７年度新庄市第二種免許取得支援事業費補助金交付要綱  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、運転手不足が深刻化しているバス及びタクシー事業者（以

下「事業者」という。）における運転手の確保を促進し、地域公共交通の維持

を図るため、事業者が従業員の第二種免許取得に係る経費を負担する事業を行

う場合において、予算の範囲内において第二種免許取得支援事業費補助金（以

下「補助金」という。）を交付することに関し、新庄市補助金等交付規則（昭

和５５年規則第９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 旅客自動車運送事業者 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第２条

第３項に規定する旅客自動車運送事業を行う者をいう。  

⑵  第二種免許  道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第８６条第１項に

規定する運転免許をいう。 

（補助対象事業者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる事業者は、次の各号に掲げる要件を

全て満たし、かつ、従業員の第二種免許取得に係る経費を負担した旅客自動車

運送事業者とする。 

⑴ 道路運送法第４条の許可を受けて、一般旅客自動車運送事業を行い、新庄

市内に本社又は営業所がある事業者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない事業者であること。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）  

イ 暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第

６号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から５年を経過しな

い者をいう。以下同じ。） 

ウ 役員等（法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者そ

の他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代

表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。）が暴力団員等

であるもの 

エ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの  

オ 自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の



利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力

団員等を利用しているもの 

カ 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等

暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの  

キ その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するも  

  の 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

令和８年１月２３日から令和９年２月２８日までの間に支払われた従業員の第

二種免許の取得に要した入学金、適性検査料、学科教習料、技能教習料、効果

測定料、教材費、写真代及び検定料の合計額（消費税及び地方消費税相当額を

除く。）とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、従業員が取得した免許の区分に応じ、別表に定める額と

する。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、新庄

市第二種免許取得支援事業費補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書

類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。  

⑴ 事業実績兼補助金所要額計算書（様式第２号） 

⑵ 暴力団排除に関する誓約書（様式第３号） 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、

交付の可否を決定し、申請者にその旨を通知するものとする。  

（実績報告書） 

第８条 規則第９条に定める実績報告書については、第６条の規定による申請書

の提出をもって提出したものとみなす。 

（補助金の交付決定の取消し及び返還） 

第９条 市長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補

助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の

全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

⑴ この要綱の規定に違反したとき。 

⑵ 補助金の交付決定の条件に違反したとき。 

⑶ 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。 



（帳簿等の整理保存） 

第１０条 申請者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当

該収入及び支出についての証拠書類を整備し、その収支状況を明らかにしてお

くものとする。 

２ 前項の帳簿及び証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終

了後５年間保存しなければならない。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定

める。 

附 則 

この告示は、告示の日から施行し、令和８年１月２３日から適用する。 

 

別表 

区分 補助金の額（第二種免許を取得した従業員１人当たり） 

大型第二種免許 補助対象経費の額（国、公益社団法人日本バス協会、一般

社団法人山形県バス協会等（県及び市町村は除く。）から

この要綱に基づく補助金と同様の補助金等の交付を受ける

場合は、補助対象経費の額から当該補助金等の額を差し引

いた額。以下同じ。）に２分の１を乗じて得た額（当該額

に１，０００円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て

た額。以下同じ。）又は１２万円のいずれか低い額 

中型第二種免許 

普通第二種免許 補助対象経費の額に２分の１を乗じて得た額又は９万円の

いずれか低い額 

 


